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平成26年５月１日号

市税、国民健康保険料（税）の
休日納付相談窓口

届け出・税・年金

a５月10日㈯・11日㈰　
午前９時～午後４時
b市税…納税課（田無庁舎４階）
国民健康保険料（税）…保険年金課（田無
庁舎２階）　※窓口は田無庁舎のみ
c市税、国民健康保険料（税）の納付お
よび相談、納付書の再発行など

◆納税課n（p042－460－9832）
◆保険年金課n（p042－460－9824）

今年度の市税納期をお知らせします

　今年度の市民税・都民税、固定資産税・
都市計画税などの納期は、下表のとおり
です。納期限を過ぎると、延滞金の加算
や差し押さえなどの滞納処分を受けるこ
とがあります。納期内の納税にご協力く
ださい。お困りの事情がある方は、お気
軽にご相談ください。
❖納税には口座振替が便利です。また、
当初納税通知書によりコンビニやペイ
ジー、クレジットカードを利用した納付
ができます。詳しくは、納税課までお問
い合わせください。
□平成26年度の納期

 ５月 固定資産税・都市計画税
１期軽自動車税

 ６月 市民税・都民税（普通徴収）
 ７月 固定資産税・都市計画税 ２期 ８月 市民税・都民税（普通徴収）
10月 市民税・都民税（普通徴収） ３期12月 固定資産税・都市計画税
 １月 市民税・都民税（普通徴収） ４期 ２月 固定資産税・都市計画税
※納期限日は、各納期月の末日（12月は25日）
※ 納期限日が土･日曜日、祝日などの金融機
関休業日の場合は、翌営業日に繰り延べ
※ 口座振替は、振替開始希望日の45日前ま
でに納税課へお申し込みください。
◆納税課n（p042－460－9831）

印鑑登録の手続き

d市内に住民登録がある満15歳以上の方
h登録する印鑑、来庁者の本人確認が
できるもの（運転免許証など）
※代理人による申請では、上記のほかに
代理人の認め印、代理人選任届（委任状
…代理人の氏名・委任事項・本人の署名・
登録する印鑑の押印などが記載されたも

の）が必要です。
□即日登録　本人による申請で次の①ま
たは②に当てはまる場合は、即日登録で
き、証明書の交付が受けられます。
①運転免許証・平成24年４月１日以降
発行の運転経歴証明書・旅券など官公署
が発行した顔写真の貼付してある免許
証・許可証・資格証明書などに加え、も
う１点本人確認のできるもの（保険証など）
がある場合
②印鑑登録申請書の保証書欄に記入があ
る場合。西東京市で印鑑登録をしている
方が保証書欄に署名・実印の押印・印鑑
登録番号の記入をすれば、保証人になれ
ます。
※西東京市民以外の方でも、都内在住で
あれば保証人になれます（印鑑登録証明
書の添付が必要）。
□照会登録　本人による申請で上記①・
②の本人確認ができない場合や代理人が
申請する場合は、即日登録できません。
登録申請後、本人宛てに照会書を郵送し
ます。照会書が届いたら窓口にお持ちく
ださい。
□登録手数料　300円
❖窓口での印鑑登録証明書の請求
　印鑑登録証（市民カード）を提示して申
請します。代理人の場合でも、代理人選
任届は必要ありません。
❖住民票等自動交付機のご利用を
　西東京市民カード・ほうや市民カード
の暗証番号を登録している方は、住民票
等自動交付機で住民票・印鑑登録証明書
をお取りいただけます。
□交付手数料　
１通：窓口交付300円
　　　住民票等自動交付機200円
□住民票等自動交付機設置場所
設置場所 利用日時

田無庁舎２階 月～金曜日：
午前８時30分～午後８時
土・日曜日、祝日：
午前９時～午後５時 

保谷庁舎１階
ひばりヶ丘
駅前出張所
柳沢公民館 月～金曜日：

午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日：
午前９時～午後５時 
※第４月曜日は休館です。

芝久保
公民館
保谷駅前
公民館

東伏見
ふれあい
プラザ

火～金曜日：
午前９時～午後７時
土・日曜日、祝日：
午前９時～午後５時 
※月曜日から祝日が連続す
る場合は、祝日明けの平日
が休館です。

※12月29日～翌年１月３日はお休みです。
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

平成26年４月分（６月支払い分）
から年金額が変わります
　現行の年金額は、本来の年金額より高
い水準（特例水準）で支払われています。
平成24年に成立した法律に基づき、平
成26年度の年金額は特例水準の段階的
な解消のため、1.0％の引き下げが行わ
れる予定でした。しかし、賃金や物価水
準の変動により、平成26年４月分（６月
支払い分）からの年金額の引き下げは
0.7％となります。これに伴う年金額は、
６月に日本年金機構から送付される年金
額改定通知書でご確認ください。
❖平成27年度までに予定されている改定
　平成27年４月分以降…マイナス0.5％
j武蔵野年金事務所
（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

わが家の耐震診断をしよう

くらし

　地震災害に備えるため建物の設計図を
基に簡易耐震診断をし、皆さんが抱える
問題に対する指導・助言などの無料相談
を行っています。
a・b５月10日㈯・田無庁舎１階、
６月21日㈯・保谷庁舎１階
※時間は午前９時30分～午後０時30分
（１人40分程度）
d①市内にある一戸建て住宅、二世帯
住宅、店舗兼用住宅で階数が地上２階建
て以下の木造軸組在来工法による住宅　
②自ら所有し居住している住宅　
③原則として新耐震設計基準（昭和56年
６月１日施行）以前に建築した住宅
e各回８人（申込順）
i３日前までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会に所属
する相談員
◆都市計画課o（p042－438－4051）

スポーツ振興事業補助金の
ご利用を
　以下の条件を満たす場合、派遣事業に
伴う経費の一部を補助します。
d市内在住の方・市内に活動の本拠が
ある団体（条件あり）
□対象事業　国際大会、国・地方公共団
体などが主催・共催する全国大会または
関東大会などで、地方大会などを経て市
または所属団体を代表して出場する大会
※補助金を受けることができる回数は、
当該年度において１回限り

i所定の申請書でスポーツ振興課（保谷
庁舎３階）へ
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

就職支援セミナー
～保育サービスあります～

a・c①6月24日㈫「就職活動準備と自
己理解・職業理解」
②6月25日㈬「履歴書・職務経歴書の書
き方」
③6月26日㈭「面接対策」
※いずれも午後１時30分～３時30分、
講義形式
bイングビル３階
d雇用保険を受給中の方
e各回50人（申込順）
※定員内であれば①～③全て受講可能
h筆記用具、雇用保険受給資格者証
□セミナー申し込み　５月１日㈭から
㈱東京リーガルマインド（運営委託先）
（p03－5913－6910）へ
受付時間：平日午前９時～午後５時
❖保育サービス　保育をご希望の方は、
セミナー申し込み後に必ず産業振興課へ
電話でご予約ください。
d・e６カ月～４歳・各回８人（申込順）
i５月１日㈭～６月20日㈮正午まで

jハローワーク三鷹　職業相談部門
（p0422－47－8617）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

寄附

　市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
✿㈱タカラトミー代表取締役社長　
　富山 幹太郎 様（ボードゲーム）
✿朝倉 慶夫 様（電子ピアノ）
◆管財課n（p042－460－9812）

生活福祉課嘱託員
（平成26年６月採用）

募　集

□職種・人数　
生活保護面接相談員・１人
□募集案内　
生活福祉課（両庁舎１階）で配布
※市kからダウンロード可
□試験日・選考方法
５月17日㈯・面接試験
□申込期限　５月９日㈮午後５時まで

※詳細は募集案内をご覧ください。
◆生活福祉課o（p042－438－4025）

市 連からの 絡 帳

児童育成手当・児童育成手当（障害）の新規申請を ～６月が年度更新月です～

表１　平成26年度所得制限額表（平成25年中の所得額）
扶養人数 受給者所得制限額
０人 360万4,000円
１人 398万4,000円
２人 436万4,000円
３人 474万4,000円

以降１人増すごとに38万円加算

表2　申請に必要なもの
必要なもの 児童育成手当 児童育成手当（障害）

印鑑 ○ ○
戸籍謄本（申請者および児童のもの） ○ －
平成26年度課税証明書　
※平成26年1月2日以降に転入の方 ○ ○
申請者名義の預金口座のわかるもの ○ ○
身体障害者手帳・愛の手帳（お持ちの方） － ○
その他（調査書類など） ○ －

❖児童育成手当
d父・母が婚姻を解消または同様の状態
などにある、18歳に達した日の属する
年度の末日以前の児童を扶養している方
※受給者が事実婚状態にある場合などは
対象となりません。詳細はお問い合わせ
ください。
□支給金額　　月額１万3,500円
　　　　　　　（児童１人当たり）
□所得制限　　表１参照
□必要なもの　表２参照（後日提出可）

❖児童育成手当（障害）
d「愛の手帳」１～３度、「身体障害者手
帳」１～２級程度または脳性麻痺、進行
性筋萎縮症の障害がある20歳未満の児
童を養育している方
□支給金額　　月額１万5,500円
□所得制限　　表１参照
□必要なもの　表２参照（後日提出可）
◆子育て支援課n
（p042－460－9840）

　現在手当を受給していない方で支給要件に当てはまる方は、新規申請手続きが必要
です。所得・扶養人数などの関係で新年度から該当する方は、５月中に申請してくだ
さい。手当の支給は、申請の翌月からとなります。所得が一定額以上の場合は、手当
は支給されません（表１参照）。




